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要 望書

『心理師（仮称)』の国家資格制度を創設して下さい

－ 要望理由

今日、国民のこころの問題（うつ病、自殺、虐待等）や発達・健康上の問題（不登校、

発達障害、認知障害等）は、複雑化・多様化しており、それらへの対応が急務です。

しかし、これらの問題に対して他の専門職と連携しながら心理的にアプローチする国家

資格が、わが国にはまだありません。国民が安心して心理的アプローチを利用できるよう

にするには、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要です。

l■■■■■

■■■■■■ 要望事項

1．資格の名称：心理師（仮称）とし、名称独占とする

2．資格の性格：医療･保健、福祉、教育･発達、司法･矯正、産業等の実践諸領域

における汎用性のある資格とする。

3．業務の内容：①心理的な支援を必要とする者とその関係者に対して、心理学

の成果にもとづき、アセスメント、心理的支援、心理相談、心理療法、問題解決、

地域支援等を行なう。②①の内容に加え、国民の心理的健康の保持及び増進を目

的とした予防並びに教育に関する業務を行なう。

4．他専門職との連携：業務を行なうにあたっては、他専門職との連携をとり，

特に医療提供施設においては医師の指示を受けるものとする。

5．受験資格：①学部で心理学を修めて卒業し、大学院修士課程ないし大学院専

門職学位課程で業務内容に関わる心理学関連科目等を修め修了した者､②学部で

心理学を修めて卒業し､業務内容に関わる施設において数年間の実務経験をした

者も受験できる。
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